
2広報あしや●　平成18年（2006年）９ 月15日号　No.9483 ●凡例… 日時（日程）、 会場・場所、 内容、 対象・定員、 講師、 出演、
　　　　 費用（記載の無い催しは無料）、 持ち物、 申し込み、 問い合わせ

　　　　　　　　　　　■受付期間　10月２日～13日　■内容　県営住宅(芦屋・

　　　　　　　　　　　西宮・尼崎)の入居者を募集　■申し込み　申込書(９月29

　　　　　　　　　　　日から市役所北館受付・住宅課窓口・県公社事務所等で配

　　　　　　　　　　　布)に必要事項を記入し、下記へ

◆第１回合同作品展

９月27日～10月１日、10時～１７時　
潮見集会所２階洋室Ｂ　 油彩画・俳画
・淡彩画・書道・フラダンス・能面　

潮見集会所( 32-4359)※月・日曜日除く
９時～12時

◆保健師さんと健康子育て交流会
10月４日(水)10時～11時30分　 上宮

川文化センター　 子どもの健康につい

ての質問会　  乳幼児の保護者16人(子
ども同伴可)　  19日(火)９時30分～、
電話で右記へ　  児童センター( 22-

9229)

◆「ひょうご防災リーダー講座」
10月～平成19年３月＜全12日間＞10時

30分～16時20分　 兵庫県広域防災セン
ター (三木市)　 修了者には、知事名の
修了証授与、「防災士」の受験資格が付与

されます　 教科書等の実費3,000円　
県内在住または在勤のかた120人　

９月25日（月）までに右記へ　 防災対策

課( 38-2093)

◆保健センターの講座

保健センター ( 31-1586)
【アレルギー教室】

＆ ①10月６日(金)13時30分～15時

「小児ぜんそくの予防と治療」②10月13日
(金)13時30分～15時「ぜんそくを予防す
る日常生活の環境整備について」　 医

師会医療センター　 30人　 ダニ検査
希望者は、９月22日(金)までに上記へ

【健康講座～乳がんについて～】

10月13日(金)13時時30分～15時30分　
保健センター　 「子宮がんについて」

「マンモグラフィーについて」　 20人　

健康手帳

◆障害者職業能力開発校訓練生募集

＆ ①ＯＡシステム科・グラフィック
アート科・情報ビジネス科(各20人/１年
制)②インテリアＣＡＤ科(15人/６カ月)

願書受付：①10月２日～11月１日(第１
回)/②12月11日～平成19年１月25日(第
２回)　 兵庫障害者職業能力開発校募

集担当( 072-782-3210）

法人市民税・事業所税(７月31日決算
の法人等)/課税課管理担当(緯38-2015)

介護保険料第３期
　/高年福祉課介護保険担当(緯38-2046)

　～納付は便利な口座振替で～

◆日曜日の納税と納付相談
９月24日(日)９時～17時　 市税の納

付相談(課税内容の照会および申告はで

きません)※北館地下１階(西側)入口か
ら会場へ。車での来庁は南玄関前の駐車
スペースへ　 ＆ 収税課( 38-2014)

◆動物慰霊祭の開催
９月26日(火)10時30分～12時　 芦屋

市霊園動物塚前(雨天時：霊園事務所２
階)　 芦屋動物愛護協会事務局( 38-
2033　経済課内)

◆猫の引き取り日
　やむを得ず飼えなくなった猫の引き取

りを行っています。県動物愛護センター
( 06-6432-4599)に直接持ち込みも可。
９月27日（水）９時30分～10時　 市役

所南館玄関横　 生後91日以上の猫は１
匹につき1,700円/生後90日以下の猫は10
匹まで1,700円/飼い主のいない拾得猫は

無料　 生活環境部総務課( 38-2050)

◆障害福祉課からのお知らせ

障害福祉課( 38-2043/FAX38-2178)
【心のやまい相談】

毎週水・土曜日(平日・10時～15時受付 )

芦屋メンタルサポートセンター ( 32-
0458/ashiya-msc@xui.biglobe.ne.jp)

【県立障害者高等技術専門学院生募集】

食品加工科15人。療育手帳所持者（その
他条件あり）　 10月20日（金）までに、西
宮公共職業安定所( 0798-75-6715）へ　

兵庫県立障害者高等技術専門学院（
078-927-3230）

◆兵庫県特定不妊治療費助成事業
　特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を
受けた夫婦に対し、治療費助成をしてい

ます。通算５カ年度申請できます。
県内在住で法律上婚姻し、指定医療機

関で特定不妊治療を受けた夫婦(夫婦合

算の前年所得額が650万円未満で治療終
了後３カ月以内であること)　 １年度
につき上限10万円(通算５カ年度が限度)

健康福祉事務所( 32-0707)

◆芦屋税務署からのお知らせ

　９月19日(火)から、申告書の収受・税
金の納付・納税証明書の発行・一般相談
など、ほとんどの手続きが芦屋税務署の

１階でできるようになります。詳細につ
いては、お気軽に下記へお尋ねください。
芦屋税務署( 31-2131)

◆第２回消防設備士試験
試験日程：11月26日(日)　 県立大学

姫路書写キャンパス　 甲種・乙種(甲
種特類を除く)　 ９月28日～10月４日
までに(財)消防試験研究センター兵庫支

部へ郵送または持参※持参の場合は、土
日祝除く９時～12時・13時～17時　 消
防本部予防課( 38-2098)

毎月20日は

「阪神地域ノーマイカーデー」

電車・バス等を利用しましょう

阪神間都市計画決定案の縦覧
問い合わせ　都市計画課(まちづくり・開発事業担当)　 38-2109

　「阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）地区計画の決定」について、

下記のとおり縦覧します。この案についてご意見のある住民および利害関係者のか

たは、縦覧期間中に市へ意見

書を提出(提出先・都市計画

課)することができます。

■件　　名

　阪神間都市計画（芦屋国際

　文化住宅都市建設計画）地

　区計画の決定（新浜住宅地

　区地区計画）（芦屋市決定）案

■縦覧期間

　９月19日～10月３日

　　（平日の執務時間内）

■縦覧場所

　都市計画課(市役所北館３階)

公共下水道都市計画変更案の縦覧

問い合わせ　下水道課　 38-2064

　「阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）下水道の変更」について縦覧し

ます。今回の変更は奥山地区（奥池町・奥池南町）を排水区域に追加し、排水区域面積

の変更を行います。この案についてご意見のある住民および利害関係者のかたは、

縦覧期間中に市へ意見書を提出(提出先・下水道課)することができます。

■件　　名　阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）下水道の変更

■縦覧期間　９月19日～10月３日（平日の執務時間内）

■縦覧場所　下水道課（消防本部南東側の仮設庁舎）

高浜町南地区地区計画(原案)の縦覧

問い合わせ　管財・検査課　 38-2013

　「阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）地区計画の決定」について

次のとおり縦覧します。この案についてご意見のある土地に関する利害関係者の

かたは、縦覧期間中に市へ意見書を提出(提出先・都市計画課)することができます。

■件　　名

　阪神間都市計画（芦屋国際文

　化住宅都市建設計画）地区計

　画の決定（高浜町南地区地区

　計画）（芦屋市決定）の原案

■縦覧期間

　９月20日～10月３日

　　（平日の執務時間内）

■縦覧場所

　都市計画課(市役所北館３階)

県営住宅の
入居者募集

問い合わせ　県住宅供給公社阪神事務所　 0798-63-4333

　　公債費　　　　総務費　　　　民生費　　　　土木費　　　　教育費　　

　衛生費      　　 消防費   　　　議会費      　   諸支出金  　　   商工費　

　　労働費  　　農林水産費  　　災害復旧費  　　　　合計　445,314円   　　

問い合わせ 
ラポルテ市民サービスコーナー　緯31-3130

■窓口ご利用時間
　平日(月～金曜日)　午前10時～午後７時

　土・日・祝日　　　午前10時～午後５時
■休業日　９月21日(木)・10月19日(木)
■交付内容　住民票の写し、印鑑登録証明書、

戸籍全部・個人事項証明書、市民税県民税課
税証明書、固定資産課税台帳記載事項証明書等
【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後５時

　15分以降は、戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄
　本や税務証明等は申請受付のみで、証明書
　発行は翌開庁日となります。各種届出・登録

　の手続きは、市役所市民課へ。

　９月24日～10月１日は、環境衛生週間です。
あなたの街を美しくしませんか？

ご家族での参加をお待ちしています。

問い合わせ

自治環境協議会事務局(市民参画課内)　 38-2007

■日時　９月24日(日)午前９時～11時30分

　　　　※雨天の場合は９月29日(金)

■集合　芦屋公園(中央会場)

             各ブロックごとに定める場所

■申し込み　各町の自治会へ

　　※手袋・ごみ袋は用意します。

平成17年度　一般会計決算概要
15億1,219万２千円の黒字

厳
し
い
財
政
状
況
か
ら
の
脱
却
に
向
け
て

問い合わせ　財政課　 38-2011

　平成17年度は、16年度に行った震災10年の総括・検証と、市民の皆さんとともに決意を新たにした「安全への誓い」

を基調としつつ、残された「課題解決と借金返済」という困難な課題をいかにして克服していくのかという年となりま

した。結果として、15億1,219万２千円の黒字となりましたが、その内訳は主として市税等の伸びによるもので、今後も

予断が許せないところです。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
経
験
を
生
か
し
、
防
災
訓
練
や
自
主
防
災
組
織
の
育
成
に
引

き
続
き
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
安
心
確
保
の
拠
点
整
備
と
し
て
、
消
防
本
部
庁
舎

の
基
本
設
計
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
配
備
、

介
護
予
防
市
町
村
モ
デ
ル
事
業
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
準
備
を
進
め
る

と
と
も
に
、
精
道
小
学
校
や
山
手
中
学
校
の
施
設
整
備
に
も
取
り
組
み
、
健
や
か
で
ぬ

く
も
り
の
あ
る
福
祉
社
会
、
人
と
文
化
を
育
て
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
十
八
年
度
に
開
催
さ
れ
る
「
の
じ
ぎ
く
兵
庫
国
体
」
に
は
「
〝
あ
り
が

と
う
〟　

心
か
ら
・
ひ
ょ
う
ご
か
ら
」
の
お
も
て
な
し
を
目
指
し
て
、
都
市
緑
化
（
庭
園

都
市
）
推
進
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
市
の
借
金
返
済
に
あ
た
る
公
債
費
が
九
十
七
億
七
千
万
円
と
歳
出
全
体

の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。　

　

そ
の
よ
う
な
平
成
十
七
年
度
決
算
概
要
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
市
の
代
表
的
な

会
計
で
あ
る
一
般
会
計
を
中
心
に
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

決算の規模

　
　
　
　
　

歳
入
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
、

　
　
　
　

市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た

　
　
　
　

だ
い
た
市
民
税
・
固
定
資
産
税
な

　
　
　
　

ど
の
市
税
収
入
で
全
体
の
約
半

分
（
四
九
・
五
％
）
を
占
め
て
お
り
、
昨
年
と

の
比
較
で
は
七
億
五
千
九
百
五
十
九
万
四

千
円
（
三
・
八
％
）
増
の
二
百
九
億
二
千
六
百

六
十
二
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ

か
増
加
し
た
も
の
と
し
て
は
、
土
地 
売

払 
収

う
り
は
ら
い

入
の
増
加
に
よ
り
財
産
収
入
が
十
四
億
三

千
四
百
八
十
九
万
八
千
円
（
一
五
二
・
五
％
）

増
の
二
十
三
億
七
千
五
百
七
十
七
万
四
千

円
、
所
得
譲
与
税
の
増
加
に
よ
り
地
方
譲
与

税
が
一
億
四
千
六
百
七
十
八
万
三
千
円
（
四

〇
・
九
％
）
増
の
五
億
五
百
二
十
五
万
三
千

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

減
少
し
た
も
の
で
は
、「
三
位
一
体
の
改

革
」
に
よ
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
削
減
等
に

よ
り
、
国
庫
支
出
金
が
九
億
八
千
二
百
八
十

二
万
八
千
円
（
二
六
・
五
％
）
減
の
二
十
七
億

二
千
五
百
三
十
二
万
八
千
円
、
地
方
交
付
税

は
普
通
交
付
税
の
減
少
に
よ
り
二
億
千
五

百
三
十
三
万
四
千
円
（
九
・
五
％
）
減
の
二
十

億
六
千
十
八
万
八
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
市
債
に
つ
い
て
は
二
十
七
億
五
千

百
七
十
万
円
（
五
三
・
一
％
）
減
の
二
十
四
億

三
千
二
十
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
既
発
債
の 
借
換 
え
が
な
か
っ
た
こ
と
が

か
り
か

主
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

歳
出
で
増
加
し
た
主
な
も
の

　
　
　
　

と
し
て
は
、
総
務
費
が
三
十
一
億

　
　
　
　

六
千
七
百
七
十
六
万
二
千
円
（
五

　
　
　
　

九
・
〇
％
）
増
の
八
十
五
億
四
千

十
万
二
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

宅
地
造
成
事
業
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
に

よ
る
も
の
で
す
。

　

教
育
費
は
、
精
道
小
学
校
校
舎
整
備
事
業

に
よ
り
、
五
億
千
八
百
八
十
八
万
九
千
円

（
一
三
・
一
％
）
増
の
四
十
四
億
七
千
八
十
八

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
結
果
、
目
的
別
の
構
成
割
合
は
、

公
債
費
の
二
四
・
二
％
を
筆
頭
に
、
総
務
費

二
一
・
一
％
、
民
生
費
一
七
・
三
％
、
土
木

費
一
四
・
二
％
、
教
育
費
一
一
・
一
％
、

衛
生
費
八
・
三
％
、
そ
の
他
三
・
八
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
歳
出
を
性
質
別
で
見
た
場
合
の

義
務
的
経
費
と
さ
れ
る
人
件
費
・
扶
助
費

・
公
債
費
の
合
計
は
、
前
年
度
に
比
べ
て

三
十
三
億
七
千
九
百
八
十
七
万
四
千
円
（
一

四
・
一
％
）
減
の
二
百
六
億
二
千
二
百
万
七

千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
既
発

債
の
借
換
え
に
要
し
た
経
費
が
大
き
く
減

少
し
た
も
の
で
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
財

政
状
況
か
ら
の
脱
却
に
向
け
て
、
行
政
経

費
の
質
的
改
善
を
中
心
と
す
る
行
政
改
革

に
努
め
、
限
ら
れ
た
財
源
の
有
効
活
用
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

歳　入

歳　出

　一般会計の決算額は、歳入総額が422億9,051万２千

円に対し、歳出総額が404億7,235万３千円となってい

ます。前年度との比較では歳入が４億4,767万円（△

1.0％）、歳出が14億1,190万５千円（△3.4％）各々減少

していますが、歳入から歳出を差し引いた額から、18年

度に繰り越して実施する事業に充てる財源を控除した

実質的な黒字が15億1,219万２千円となっています。

　その内訳は市税収入が４億４千万円、地方交付税が

８億６千万円、それぞれ予算見込額を上回ったためで

あり、 依然として年間100億円前後で推移する公債費

（借金の返済）や、「三位一体の改革」による個人市民税

の比例税率（６％）化の影響により平成19年度の市税収

入が約14億円の減収と試算されるなど、さらに厳しい

状況が続いています。

107,540円 93,966円 63,044円77,233円 49,193円

36,744円 10,291円 1,447円4,188円 1,318円

175円 175円 0円

市民１人当たりに使われた
お金は、それぞれの歳出額
を人口 90,885人 (平成18年
３月31日 現在) で割った額
です。

項　目

①歳入総額

②歳出総額

③歳入歳出差引（①－②）

④繰越財源

⑤実質収支

説　明

1年間の収入の総額

1年間の支出の総額

収入から支出を引いた額

平成18年度継続事業に充てるお金

実質的な黒字額（③- ④）

金額（千円）

42,290,512　

40,472,353　

1,818,159　

305,967　

1,512,192　

決算のあらまし　15億1,219万２千円の黒字

＜グラフ①歳入決算額のあらまし＞

＜グラフ②歳出決算額のあらまし＞

アートフリーマーケット出店者募集

■日時　11月11日（土）・12日（日） 午前10時～

午後５時■会場　美術博物館前庭　■内容　

個人の創作作品を、作者が直接店頭で販売。

古物・古着・ 既製品・仕入れ品等の日用品は不

可　■対象　２日間通して出店できるかた・

約30店　■申し込み　９月25日（月）＜必着＞

までに、所定の申込書（電話で請求してくだ

さい）と出店に際して販売予定の作品２～３

点の写真をお送りください。＊趣旨と異なる

場合は、出店をお断りすることがあります　

■費用　出店は無料ですが、２日間の売上げ

の15％を美術博物館に納めてください。

　18歳以上（高校生除く）で、

年間を通じて責任を持って

活動でき、館が行う研修講

座を受講できるかた(①作

品監視ボランティア10人②

美化・緑化ボランティア５

人)を募集しています。

　９月25日(月)までに、電

話かファクスで、氏名・住

所・年齢・電話番号を美博

までお知らせください。

美博ボランティア
してみませんか？

問い合わせ　美術博物館　 38-5432/FAX38-5434

「下水」の水質検査結果 下水処理場　緯32-1291

用語の説明　【ＰＨ】水素イオン濃度。酸性度を示し７が中性。
７より大きいほどアルカリ性が、小さいほど酸性が強い。【ＳＳ】
不溶性の固形物。水質汚染の原因になる。【ＢＯＤ】生物化学的
酸素要求量。数値が高いほど有機物が多い。

活性汚泥
法処理に
よる基準

平成18年８月３日平成18年７月26日
　　　　　 試験日
試験項目

晴れ晴れ天　　　候
30.0℃28.1℃気　　　温

処理水流入水処理水流入水検　水　名
26.327.325.025.5水　　　温（℃）

5.8～8.67.07.77.17.5Ｐ　　　Ｈ
70以下354452Ｓ　　　Ｓ（葵/渥）
20以下2.91064.7103Ｂ　Ｏ　Ｄ（葵/渥）

3,000以下050,000098,000大腸菌群数（個/悪）
 前　日      晴れ   

 前々日      晴れ   

前　日      晴れ  

前々日       雨    

備　　　　　 　考
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見分け方と対処方法水漏れ状況点検箇所

蛇口が閉まりにくい時は無

理に閉めずにパッキンを取

替えてください

軽く閉めてもポタポタ

と落ちる
蛇口

使用前に水が流れていない

か調べる習慣を

水を流していないのに

流れている
トイレ

家の外壁を時々見てまわる
配管している壁や羽目

板が濡れている
壁

(配管部分)

水道管が敷設されている所

に物を置かないようにしま

しょう

配管している付近の地

面が常に濡れている
地表

（配管部分） パイロット


